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１章 基準適合性 

 





１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

安全避難通路等について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査指針の

比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実績により，事業指定基

準規則第 14 条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。

（第１表） 
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第１表 事業指定基準規則第14条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／３） 

事業指定基準規則 

第14条（安全避難通路等） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

再処理施設には，次に掲げる設備を設けな

ければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示する

ことにより容易に識別できる安全避難通路 

 

（解釈） 

１ 第14条の規定は，設計基準において想定

される事象に対して再処理施設の安全性が損

なわれない（安全機能を有する施設が安全機

能を損なわない。）ために必要な重大事故等

対象施設，設備等への措置を含む。 

 

（指針18） 

３．再処理施設は，通常の照明用電源喪

失時においても，その機能を失うことの

ない照明を設備し，かつ，単純，明確，

永続性のある標識のついた安全避難通路

を有する設計であること。  

変更無し 
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第１表 事業指定基準規則第14条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／３） 

事業指定基準規則 

第18条（計測制御系統施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

二 照明の電源が喪失した場合においても機

能を失わない避難用の照明 

 

（解釈） 

２ 第２号に規定する「照明用の電源が喪失

した場合においても機能を損なわない避難用

の照明」とは，その電力が非常用電源から供

給される照明装置又は電源を内蔵した照明装

置をいう。 

（指針18） 

３．再処理施設は，通常の照明用電源喪

失時においても，その機能を失うことの

ない照明を設備し，かつ，単純，明確，

永続性のある標識のついた安全避難通路

を有する設計であること。 

変更無し 
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第１表 事業指定基準規則第14条と再処理施設安全審査指針 比較表（３／３） 

事業指定基準規則 

第18条（計測制御系統施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる

照明（前号の避難用の照明を除く。）及び

その専用の電源 

 

（解釈） 

３ 第３号に規定する「設計基準事故が発生

した場合に用いる照明」とは， 昼夜及び場

所を問わず，再処理施設内で事故対策のため

の作業が可能となる照明のことをいい，現場

作業の緊急性との関連において，仮設照明の

準備に時間的猶予がある場合には，仮設照明

（可搬型）による対応を含むものとする。 

 

 追加要求事項 
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1．2 要求事項に対する適合性 

安全避難通路等についての設計に係る基本方針を以下のとおりとす

る。 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合にお

いても機能を損なわない避難用照明を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず，再

処理施設内で事故対策のための作業が可能となるよう，避難用照明と

は別に作業用照明を設ける設計とする。設計基準事故に対処するため

に，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

には，作業用照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照

明を設置し，運転保安灯は非常用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に

接続し，非常用ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とする

とともに，蓄電池内蔵型照明は非常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備

える設計とする。また，現場作業の緊急性との関連において，仮設照

明の準備に時間的猶予がある場合には，可搬型照明を活用する設計と

する。 

これらの設計においては，設計基準において想定する事故に対して

再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が安全機

能を損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設，設備等への措置

を含める。 
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2．規則への適合性 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第14条では，以下

の要求がされている。 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別で

きる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難

用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照

明を除く。）及びその専用の電源 

 

2.1 規則への適合性 

 第１項第１号について 

再処理施設の建屋内及びその他の人が立ち入る区域には，安全避難

通路を設ける設計とする。また，安全避難通路には，必要に応じて，

単純，明確，永続性のある標識並びに誘導灯及び非常灯を設け，その

位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計と

する。 

【補足説明資料 1-3】 

 

 第１項第２号について 

   再処理施設には，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損な

わない避難用の照明として，誘導灯及び非常灯を設ける設計とし，誘
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導灯及び非常灯は，事業所内のディーゼル発電機，灯具に内蔵した蓄

電池からの給電により，外部からの電源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわない設計とする。 

【補足説明資料 1-3】 

 

 

第１項第３号について 

  再処理施設には，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策の

ための作業が可能となるよう，設計基準事故が発生した場合に用いる

作業用照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源を設け

る設計とする。 

  再処理施設としては，設計基準事故が発生した場合において，再処理

施設の状態を監視及び制御するために必要な中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（以下，「制御室」という。）

には，運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設ける設計と

し，必要な操作が確実に行えるように非常灯と同等以上の照度を有す

る設計とする。 

  中央制御室の運転保安灯は，外部からの電源が喪失した場合において

もその機能を損なわないように 6.9kV 非常用主母線に接続し，第２非

常用ディーゼル発電機から電力を供給する設計とする。 

  中央制御室の直流非常灯は，第２非常用蓄電池に接続し，全交流動力

電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大

事故等対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計とする。 

  中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開
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始される前までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を備える設計とする。 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安灯は，外部

からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように

6.9kV 非常用母線に接続し，第１非常用ディーゼル発電機から電力を供

給する設計とする。 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常灯は，第１

非常用蓄電池に接続し，全交流動力電源喪失時においてもその機能を

損なわない設計とする。 

  また，現場作業の緊急性との関連において，設計基準事故の収束後の

火災の鎮火確認や漏えい液の回収系統のライン形成を行う場合など，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，初動操作に対応する運

転員が滞在している制御室に配備する可搬型照明を活用する設計とす

る。 

  これらの作業用の照明により，設計基準事故等で操作が必要となる場

所及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼夜及び場所を問わず，

再処理施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となる

設計とする。 

【補足説明資料 1-2，1-3，1-4，1-5，1-6】 
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3．気象等 

 該当なし 
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4．設備等 

  4.1 安全避難通路等の概要 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合において

も機能を損なわない避難用照明を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず，再処

理施設内で事故対策のための作業が可能となるよう，避難用照明とは別

に作業用照明を設ける設計とする。設計基準事故に対処するために，中

央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（以下，

「制御室」という。）には，作業用照明として運転保安灯，直流非常灯

又は蓄電池内蔵型照明を設置し，運転保安灯は非常用母線，直流非常灯

は非常用蓄電池に接続し，非常用ディーゼル発電機からも電力を供給で

きる設計とするとともに，蓄電池内蔵型照明は非常用母線に接続し，内

蔵蓄電池を備える設計とする。また，現場作業の緊急性との関連におい

て，仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，可搬型照明を活用す

る設計とする。 

これらの設計においては，設計基準において想定する事故に対して再

処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が安全機能を

損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設，設備等への措置を含

める。 

【補足説明資料 1-2，1-3，1-4，1-5，1-6】 
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4.2 設計方針 

4.2.1 安全避難通路等の設計方針 

 (1) 再処理施設には，人の立ち入る区域から出口までの通路，階段及び踊

り場を安全避難通路として設定し，その位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別できる設計とする。 

避難用の照明として誘導灯及び非常灯を設ける設計とする。誘導灯

及び非常灯は，外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を

損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。 

【補足説明資料 1-3】 

 (2) 再処理施設には，設計基準事故等が発生した場合に用いる照明として，

次のような作業用の照明を設ける設計とする。また，以下の作業用の

照明により，設計基準事故等で操作が必要となる場所及びそのアクセ

スルートの照明を確保でき，昼夜及び場所を問わず，再処理施設で事

故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となる設計とする。 

設計基準事故の短時間の全交流動力電源喪失時において，直流非常

灯及び蓄電池内蔵型照明は，必要な電力の供給が非常用ディーゼル発

電機から開始される前（３０分）までの間，点灯可能なように非常用

蓄電池及び内蔵型蓄電池から電力を供給できる設計とする。 

全交流動力電源喪失時において，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明

は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電

力の供給が重大事故等対処設備から開始される前（２時間）までの間，

点灯可能なように非常用蓄電池及び内蔵型蓄電池から電力を供給でき

る設計とする。 

a.  設計基準事故等の対処のために制御室で行う作業に用いる照明

として，中央制御室の運転保安灯は，外部からの電源が喪失した
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場合においてもその機能を損なわないように 6.9ｋＶ非常用主母

線に接続し，第２非常用ディーゼル発電機から電力を供給する設

計とする。 

中央制御室の直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力

電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が

重大事故等対処設備から開始される前までに必要な作業を実施す

る際の照明として設置する。 

直流非常灯は，直流電源設備(第２非常用蓄電池) に接続し，全

交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力

の供給が重大事故等対処設備から開始される前までの間，点灯可

能な設計とする。 

蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開始

される前までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を備える設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安灯は，

外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわない

ように 6.9ｋＶ非常用母線に接続し，第１非常用ディーゼル発電

機から電力を供給する設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常灯は，

全交流動力電源喪失時から設計基準事故等に対処するために必要

な電力の供給が開始されるまでに必要な作業を実施する際の照明

として設置する。 

直流非常灯は，直流電源設備(第１非常用蓄電池) に接続し，全

交流動力電源喪失時においてもその機能を損なわない設計とする。 

運転保安灯及び直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，設計基準
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事故等が発生した場合に必要な操作が行える照度（JIS Z 9110  

75～150 lx）を有する設計とする。 

b.  設計基準事故等において，想定外の警報発報で現場作業が必要

となった場合及びそのアクセスルートについては，制御室に配備

している可搬型照明を活用する。  

【補足説明資料 1-2，1-5，1-6】 

 

4.2.2 主要設備の仕様 

   照明設備の設備仕様を第9.2－６表に示す。 

 

【補足説明資料 1-3，1-4】 

注）＊印の制御室は，中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室である。 

 

 

項 目 誘 導 灯 非 常 灯 運転保安灯 直流非常灯 
蓄電池内蔵型 

照明 

電源電圧 交流 105Ⅴ 交流 105Ⅴ 交流 210Ⅴ 直流 110Ⅴ 交流 210Ⅴ 

停電時 

供給電源 

蓄電池 

（内蔵） 

蓄電池 

（内蔵） 
460Ⅴ非常用母線 

非常用 

直流電源設備 

蓄電池 

（内蔵） 

用 途 
避難用 

（消防法） 

避難用 

（建築基準法） 

制御室＊での 

運転監視用 

制御室＊での 

初動対応用 

中央制御室での 

初動対応用 

第 9.2-６表 照明設備の主要設備の仕様 



4.2.3 可搬型照明の設計方針 

現場作業の緊急性との関連において，設計基準事故の収束後の火

災の鎮火確認や漏えい液の回収系統のライン形成を行う場合など，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，初動操作に対応する

運転員が滞在している制御室に配備する可搬型照明を活用する。 

 可搬型照明の保管場所，数量及び仕様の（例）を第４－２－３図

に示す。 

(1)ＬＥＤヘッドランプ（例） 

 

 

(2)ＬＥＤバッテリーライト（例） 

 

 

 

＜仕様等（例）＞ 

明るさ 80ｌｍ 

電源 単 4 乾電池 3 本 

連続使用時間 10 時間以上 

重量 135ｇ 

個数 約 110 個※ 

保管箇所 中央制御室など 

＜仕様等（例）＞ 

明るさ 3000ｌｍ 

電源 蓄電池 

連続使用時間 10 時間 

充電時間 8 時間 

重量 8.8kｇ 

台数 約 60 台 

保管箇所 緊急時対策所など 

第４－２－３図 可搬型照明の保管場所，数量及び仕様（例） 

※数量は，個人配布分等を除く。 
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4.2.4 照明設備の主要設備    

 (１) 誘導灯 

消防法で規定される避難口及び避難通路には，避難用の照明として，

誘導灯を設ける設計とする。誘導灯は，460Ｖ運転予備用母線又は460

Ｖ常用母線（ただし，非常用電源建屋，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設においては460Ｖ非常用母線）から変圧器を通して105Ｖで受

電し，外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわな

いように蓄電池を内蔵した設計とする。 

 

 (２) 非常灯 

建築基準法で規定される居室，居室から地上へ至る通路，階段及び

踊り場には，避難用の照明として，非常灯を設ける設計とする。非常

灯は，460Ｖ運転予備用母線又は460Ｖ常用母線（ただし，非常用電源

建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設においては460Ｖ非常用母

線）から変圧器を通して105Ｖで受電し，外部からの電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とす

る。 

 

 (３) 運転保安灯 

制御室には，運転保安灯を設ける設計とする。運転保安灯は，460Ｖ

非常用母線から変圧器を通して210Ｖで受電し，外部からの電源が喪失

した場合においてもその機能を損なわないように非常用ディーゼル発

電機から電力を供給する設計とする。 
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 (４) 直流非常灯 

制御室には，直流非常灯を設ける設計とする。直流非常灯は，非常

用直流電源設備（非常用蓄電池）に接続し，全交流動力電源喪失時に

おいてもその機能を損なわないように自動点灯する設計とする。 

 

 (５) 蓄電池内蔵型照明 

中央制御室には，蓄電池内蔵型照明を設ける設計とする。蓄電

池内蔵型照明は，蛍光灯に蓄電池を内蔵した照明で，460Ｖ非常用

母線に接続し，設計基準事故の短時間の全交流動力電源喪失時に

設計基準事故等に対処するために必要な電力の供給が非常用ディ

ーゼル発電機から開始される前までの間，又は全交流動力電源喪

失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大事

故等対処設備から開始される前までの間，内蔵蓄電池の電力で点

灯する設計とする。 

【補足説明資料 1-3，1-4】 
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補足説明資料1-1 事業指定基準規則第14条と許認可実績・適合方針との比較表 11/15 2 削除

補足説明資料1-2 設計基準事故が発生した場合に用いる照明及びその専用電源の設計基本方針 11/21 4 別添資料-1　第十四条：安全避難通路等

補足説明資料1-3 照明の種類，給電元及び設置場所 3/13 5 別添資料-1　第十四条：安全避難通路等

補足説明資料1-4 作業用照明電源系統図及び作業用照明配置図 3/13 6 別紙-2　安全避難通路等

補足説明資料1-5 運用，手順説明資料 11/21 5 別紙-3　運用，手順説明資料

補足説明資料1-6 作業用照明が必要となる作業場所について 12/10 5 新規作成

補足説明資料1-7
新規制基準適合申請に係る再処理施設追加設備の安全避難通路等について（事業指
定基準規則第14条への適合性）

3/13 5 新規作成

第14条：安全避難通路等

備考（8月提出済みの資料については、資料番号を記載）
再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料





令和２年３月 13 日  Ｒ５  

 

 

 

 

 

補足説明資料１－３（１４条）  

 





補 1-3-1 

 

 

 

 

・再処理施設内の安全避難通路は，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる避難用

の照明として，以下に準拠した蓄電池内蔵の非常灯及び誘導灯を設置する。 
非常灯：建築基準法施行令第 126条の四，五及び昭和 45年建設省告示第 1830号 

誘導灯：消防法施行令第 26条及び消防法施行規則第 28条の三 

非常灯の蓄電池は，昭和 45年建設省告示第 1830号に準拠し 30分以上，誘導灯については消防法施行規則第

28条の三に準拠し 20分以上点灯できる容量を有するものとする。 

 

・非常灯については建築基準法施行令第百二十六条の五にて定める床面において 1 ルクス以上の照度を確保で

きる設計とし，作業用の照明については、JIS Z 9110 照明基準総則で定める工場の照度基準（作業）75～

150lxを満足するように配置する。（別紙参照） 

 

※ 設計基準事故の短時間の全交流動力電源喪失時において，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，必要な電 
 力の供給が非常用ディーゼル発電機から開始される前（30分）までの間，点灯可能なように非常用蓄電池及 

 び内蔵型蓄電池から電力を供給できる設計とする。 
全交流動力電源喪失時において，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故

等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開始される前（２時間）までの間，点灯可能

なように内蔵型蓄電池から電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

  

 

項目 

避難用 作業用 

誘 導 灯 非 常 灯 運転保安灯 直流非常灯 
蓄電池 

内蔵型照明 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

停電時の

給電 

内蔵蓄電池 

＋ 

非常用又は 

運転予備用 

ディーゼル発電機 

内蔵蓄電池 

＋ 

非常用又は 

運転予備用 

ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル

発電機 

 

非常用蓄電池 

＋ 

非常用ディーゼル

発電機 

内蔵蓄電池 

＋ 

非常用ディーゼル

発電機 

蓄電池に

よる 

点灯継続

時間 

20分以上 30分以上 － ２時間 ※ ２時間 ※ 

設置場所 

・再処理施設内 

 

 

 

・再処理施設内 

 

・中央制御室 

・使用済燃料の受

入れ施設及び貯

蔵施設の制御室 

・中央制御室 

・使用済燃料の受 

入れ施設及び貯

蔵施設の制御室 

・中央制御室 

(中央安全監視室) 

 

用途 

消防法に基づき設

置（避難誘導用） 

建築基準法に基づ

き設置（避難用） 

制御室における設

計基準事故の対処

用のために設置 

全交流動力電源喪

失時の保安のため

に設置 

全交流動力電源喪

失時の保安のため

に設置 

補足説明資料 1-3 照明の種類，給電元及び設置場所 

第１－３－１表 照明の種類，給電元及び設置場所 
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別紙 
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補足説明資料１－４（１４条）  

 





D/G

＜
 

6.9kV 
常用母線

D/G

6.9kV 
非常用母線

460V 
非常用母線

460V 
非常用コントロール センタ

運転保安灯

充電器

110V 
非常用直流母線

110V 
非常用蓄電池

6.9kV 
非常用母線

460V 
非常用母線

運転保安灯

充電器

直流非常灯

110V 
非常用蓄電池

110V 
非常用直流母線

460V 
非常用コントロール センタ

充電器

受電変圧器より

【凡例】

：第１非常用ディーゼル発電機

：変圧器

：遮断器

：配線用遮断器

6.9kV 
常用主母線

非常用所内電源系統

＜
 

6.9kV 
常用母線

受電変圧器より

6.9kV 
常用主母線

非常用所内電源系統

第１－４－３図 作業用照明電源系統図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

D/G 

直流非常灯

補
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4
-
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j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
グループ

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
タイプライターテキスト
凡例

j2191099
テキストボックス
：運転保安灯　　：直流非常灯

j2191099
楕円

j2191099
楕円

j2191099
テキストボックス
(設置台数)運転保安灯：49台直流非常灯：８台

j2191099
テキストボックス
：作業対象盤

j2191099
長方形

j2191099
テキストボックス
安全系監視制御盤２

j2191099
テキストボックス
安全系監視制御盤１Ｂ

j2191099
テキストボックス
安全系監視制御盤１Ａ

j2191099
テキストボックス
監視制御盤

j2191099
折れ線

j2191099
長方形

j2191099
テキストボックス
：75～150ｌｘを満足するように配置する

j2191099
長方形

j2191099
長方形

j2191099
テキストボックス
第１－４－４図　制御室作業用照明配置図(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

j2191099
テキストボックス
補 1-4-5

j2191099
折れ線

j2191099
折れ線

j2191099
折れ線

j2191099
長方形

j2191099
長方形

j2191099
線

j2191099
線

j2191099
線

j2191099
線

j2191099
線

j2191099
線

j2181082
線
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補足説明資料１－７（１４条）  

 





補足説明資料 1-7 新規制基準適合申請に係る再処理施設追加設備の安全避

難通路等について（事業指定基準規則第 14 条への適合性） 

 

１．概要 

   「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第十四条

（安全避難通路等）第一号によって要求される『その位置を明確かつ

恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路』につい

て，緊急時対策建屋及び重大事故に対処するために必要な資機材の保

管場所である保管庫及び簡易倉庫としては，人の立ち入る区域から出

口までの通路，階段及び踊り場を安全避難通路として設定し，その位

置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とす

る。 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第十四条

（安全避難通路等）第二号によって要求される『照明用の電源が喪失

した場合においても機能を損なわない避難用の照明』について，緊急

時対策建屋及び保管庫及び簡易倉庫としては，避難用の照明として誘

導灯及び非常灯を設ける設計とし，誘導灯及び非常灯は，外部からの

電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように蓄電池を

内蔵した設計とする。 

なお，緊急時対策建屋は，作業用の照明として運転保安灯を設ける設

計とする。 

 

２．安全避難通路について 

   緊急時対策建屋及び保管庫及び簡易倉庫の安全避難通路は，その位置

を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる避難用の照

補 1-7-1 



明として，以下に準拠した蓄電池内蔵の非常灯及び誘導灯を緊急時対

策建屋及び保管庫及び簡易倉庫に設置する。 

    非常灯：建築基準法施工令第 126 条の四，五及び昭和 45 年建設省

告示第 1830 号 

 誘導灯：消防法施工令第 26 条及び消防法施工規則第 28 条の三 

非常灯の蓄電池は，昭和 45 年建設省告示第 1830 号に準拠し 30 分以

上，誘導灯については消防法施工規則第 28 条の三に準拠し 20 分以上点

灯できる容量を有するものとする。  

避難用の照明装置の例を，各々第１－７－１図に示す。 

 

        

                                                            

       第１－７－１図 避難用の照明装置（例） 

 

３．外部からの電源が喪失した場合に用いる作業用の照明について 

緊急時対策建屋の運転保安灯については，外部からの電源が喪失した

場合においてもその機能を損なわないように，緊急時対策建屋用発電機

から電力を供給する設計とし，外部からの電源が喪失した場合において

も操作が必要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼

夜及び場所を問わず，緊急時対策建屋で作業が可能となる設計とする。 

作業用の照明装置の例を第１－７－２図に示す。緊急時対策建屋の作

業用照明電源系統図を第１－７－３図に示す。また, 避難用照明の配置

 
避難口誘導灯及び通路誘導灯 

（廊下・通路） 非常灯 

補 1-7-2 



図を第１－７－４～10 図に示す。また，緊急時対策建屋の作業用照明配

置図を第１－７－11 図に示す。 

 

 

 

                       

 

第１－７－２図 作業用の照明装置（例） 

 

運転保安灯 可搬型照明 
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＜
 

6.9ｋＶ
運転予備用主母線

D/G

6.9ｋＶ

緊急時対策建屋用母線

460Ｖ

緊急時対策建屋用母線

受電変圧器より

＜
 

6.9ｋＶ
常用主母線

D/G

6.9ｋＶ

緊急時対策建屋用母線

460Ｖ

緊急時対策建屋用母線

受電変圧器より

運転保安灯

緊急時対策建屋用電源系統 緊急時対策建屋用電源系統

第１－７－３図 作業用照明電源系統図（緊急時対策建屋）

【凡例】

：ディーゼル発電機

：変圧器

：遮断器

：配線用遮断器

D/G 

第１簡易倉庫

照明

第１～４保管庫照明

第１～４保管庫照明

6.9ｋＶ
Ｈ12 高圧分岐盤 

第８簡易倉庫

照明

第２簡易倉庫

照明

第３簡易倉庫

照明

第４簡易倉庫

照明

第５簡易倉庫

照明

第６簡易倉庫

照明

第７簡易倉庫

照明

6.9ｋＶ
Ｎ用地北側高圧分岐盤

6.9ｋＶ
Ｎ用地西側高圧分岐盤
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◇

◇

◇ ◇

◇

◇

◇◇◇◇◇◇
◇

◇

◇

◇
◇

◇

◇

◇◇
◇ ◇

凡例

j2150027
テキストボックス
◇：非常灯

j2150027
タイプライターテキスト
（設置台数）

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－４図 避難用照明配置図（非常灯）　緊急時対策建屋　地下２階

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-5

j2150027
テキストボックス
非常灯：23台（階段室の非常灯は誘導灯と兼用）

j2191099
線



j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
テキストボックス
■：誘導灯

j2150027
タイプライターテキスト
凡例

j2150027
タイプライターテキスト
（設置台数）

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－５図 避難用照明配置図（誘導灯）　緊急時対策建屋　地下２階

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-6

j2150027
テキストボックス
誘導灯：７台（階段室の誘導灯は非常灯と兼用）

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2191099
線



j2150027
タイプライターテキスト
凡例

j2150027
テキストボックス
◇：非常灯

j2150027
タイプライターテキスト
（設置台数）

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
◇

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－６図 避難用照明配置図（非常灯）　緊急時対策建屋　地上１階

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-7

j2150027
テキストボックス
非常灯：20台（階段室の非常灯は誘導灯と兼用）

j2191099
線



j2150027
テキストボックス
■：誘導灯

j2150027
タイプライターテキスト
凡例

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-8

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－７図 避難用照明配置図（誘導灯）　緊急時対策建屋　地上１階

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2150027
テキストボックス
誘導灯：13台（階段室の誘導灯は非常灯と兼用）

j2150027
タイプライターテキスト
（設置台数）

j2150027
タイプライターテキスト
■

j2191099
線



j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
タイプライターテキスト
●

j2150027
テキストボックス
●：運転保安灯

j2150027
タイプライターテキスト
凡例

j2150027
タイプライターテキスト
第１－７－11図 作業用照明配置図　緊急時対策建屋

j2150027
タイプライターテキスト
運転保安灯：76台

j2150027
タイプライターテキスト
（設置台数）

j2150027
タイプライターテキスト
補 1-7-12

j2150027
タイプライターテキスト
●
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